
富山県公衆浴場施設改善事業補助金交付要綱 

  

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、富山県補助金等交付規則（昭和 37 年富山県規則第 10 号。以

下「規則」という。）第 21 条の規定に基づき、公衆浴場施設改善事業補助金の交

付に関し、必要な事項を定めるものとする。 

 （定義） 

第２条 この要綱において、「公衆浴場」とは、公衆浴場法（昭和23年法律第139号） 

第２条の規定により、知事の許可を受けた施設であって、物価統制令第４条の規

定により入浴料金の価格が統制されているもののうち、脱衣場と浴室を合わせた

面積が210㎡以下のものをいう。 

 （補助金の交付） 

第３条 この補助金は次の事業を交付の対象とし、知事は、事業を行う者（第１項

第２号については、公衆浴場法第２条の規定により許可を受けようとする者を含

む。）に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとする。 

(1) 公衆浴場衛生設備改善事業（以下「衛生設備改善事業」という。） 

住民の日常生活において欠くことができない公衆浴場の経営の合理化と公 

衆衛生の向上を図るために行う事業 

(2) 公衆浴場施設等整備事業（以下「施設等整備事業」という。） 

   公衆浴場の確保とその経営の安定を図るため、株式会社日本政策金融公庫 

の資金を借り入れて行う事業 

 （交付の対象経費） 

第４条 前条の規定により交付する補助金の対象となる経費は、次の各号に定める

ところによる。 

 (1) 公衆浴場衛生設備改善事業 

前条第１号に定める衛生設備改善事業に要する経費であって、別表１に掲げ

る設備の新設又は更新に係るもの（工事費を含む。）とし、１施設当たりの補助

対象基本額及び補助対象限度額は、同表に定めるところによる。 

 



 (2) 公衆浴場施設等整備事業 

前条第２号に定める施設等整備事業に要する経費であって、株式会社日本政

策金融公庫の貸付対象となる浴場施設設備の整備に要する経費とし、補助基準

額は、別表２のとおりとする。 

 （補助金の額） 

第５条 前条の補助金の交付額は、次の各号に定めるところにより算出した額とす

る。ただし、算出した額に、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨て

るものとする。 

 (1) 公衆浴場衛生設備改善事業 

別表１に掲げる区分ごとの事業に要した経費又は補助対象基本額によって算

定した経費のいずれか低い額の３分の１（同表の第15項の事業にあっては４分

の１）以内の額とする。ただし、同表の第１項、第２項、第９項又は第11項に

掲げる設備を複数設ける場合は、１設備ごとに算出するものとする。 

 (2) 公衆浴場施設等整備事業 

別表２に基づき算定した補助基準額について、当該事業を行う者が株式会社

日本政策金融公庫との借入契約に基づき支払う利子（延滞利子を除く。）のうち、

資金を借り入れた日（１契約に係る資金を２回以上に分けて借り入れた場合は、

最終借入日）から６０月間の借入利子相当額の２分の１以内の額とし、同表に

定める算定式により算出した額とする。 

 （交付申請） 

第６条 規則第３条に規定する補助金交付申請書の様式は、第２項第１号にあって

は様式第１号、同項第２号にあっては様式第２号のとおりとする。なお、施設等

整備事業の交付の申請は、事業完了予定日又は株式会社日本政策金融公庫の最終

貸付日のいずれか遅い日の属する年度に行うものとする。 

２ 前項の交付申請書に添付すべき書類は、次の各号に掲げるとおりとする。 

 (1)  公衆浴場衛生設備改善事業 

ア 公衆浴場衛生設備改善事業計画書（様式第３号） 

イ 衛生設備改善事業の概要等がわかる書類 

 



 (2)  公衆浴場施設等整備事業 

ア 公衆浴場施設等整備事業計画書（様式第４号） 

イ 公衆浴場業に係る株式会社日本政策金融公庫資金貸付証明書（様式第５号） 

ウ 株式会社日本政策金融公庫貸付金償還予定表 

エ その他施設等整備事業の概要がわかる書類 

 （交付の条件） 

第７条 規則第５条の規定により、補助金の交付に付する条件は、次の各号に掲げ 

るとおりとする。 

 (1) 補助事業の内容を変更し、若しくは、中止し、又は廃止しようとするときは、

様式第６号により、知事の承認を受けること。 

 (2) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は当該補助事業の遂行が困難

となった場合においては、様式第７号により速やかに知事に報告してその指示

を受けること。 

 (3) 額の確定においては、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控

除税額（補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税

法（昭和63年法律第108号）の規定により仕入に係る消費税額として控除できる

部分の金額及び当該金額に地方税法（昭和25年法律第226号）の規定による地方

消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以

下同じ。）を減額するものとする。 

（実績報告） 

第８条 規則第12条に規定する実績報告書の様式は、第２項第１号にあっては様式

第８号、同項第２号にあっては様式第９号のとおりとする。 

２ 前項の実績報告書に添付すべき書類は、次の各号に掲げるとおりとする。 

 (1)  公衆浴場衛生設備改善事業 

ア 公衆浴場衛生設備改善事業実績書（様式第10号） 

イ 衛生設備改善事業の完了がわかる書類 

 (2)  公衆浴場施設等整備事業 

ア 公衆浴場施設等整備事業実績書（様式第11号） 

イ 株式会社日本政策金融公庫貸付金償還予定表 



ウ その他施設等整備事業の完了がわかる書類 

   附 則 

１ 昭和49年４月１日以降において本要綱第４条に定める施設の新設又は更新した

ものについて適用する。 

２ 第２条の規定にかかわらず、昭和62年３月31日以前に公衆浴場法第２条の規定

により知事の許可を受けた施設であって、物価統制令第４条の規定により入浴料

金の価格が統制されているもののうち、脱衣場と浴室を合わせた面積が210㎡を超

える公衆浴場（昭和62年３月31日以前に同条の許可を受けた後、昭和62年４月１

日以降に改築のため同条の許可を受けたものを含む。）について、この要綱を適用

する。 

３ 令和４年４月１日から令和９年３月31日までの間、第４条第１号及び様式第３

号中「新設又は更新」とあるのは、「新設、更新又は修繕」に読み替えるものとす

る。 

   附 則 

 昭和49年７月１日以降において本要綱第４条に定める施設の新設又は更新したも

のについて適用する。 

   附 則 

１ この要綱は、昭和50年８月１日以降において本要綱第４条に定める施設の新設 

 又は更新したものについて適用する。 

２ 昭和50年７月31日以前において本要綱第４条に定める施設の新設又は更新した 

 ものについては、なお従前の例による。 

   附 則 

 この要綱は、昭和53年４月１日から適用する。 

   附 則 

 この要綱は、昭和54年４月１日から適用する。 

   附 則 

 この要綱は、昭和55年４月１日から適用する。 

   附 則 

 この要綱は、昭和60年度分の補助金から適用する。 



   附 則 

 この要綱は、昭和61年度分の補助金から適用する。 

   附 則 

 この要綱は、昭和62年４月１日以降の公衆浴場衛生設備改善等事業（昭和62年３

月31日以前に公衆浴場法第２条の許可を受けた脱衣場と浴室を併せた面積が210㎡

を超える公衆浴場（昭和62年３月31日以前に同条の許可を受けた後、昭和62年４月

１日以降に改築のため同条の許可を受けたものを含む。）の公衆浴場衛生設備改善等

を含む。）について適用する。 

   附 則 

 この要綱は、昭和63年度分の補助金から適用する。 

   附 則 

 この要綱は、平成４年度分の補助金から適用する。 

   附 則 

 この要綱は、平成６年度分の補助金から適用する。 

   附 則 

 この要綱は、平成９年度分の補助金から適用する。 

   附 則 

 この要綱は、平成12年度分の補助金から適用する。 

   附 則 

 この要綱は、平成13年度分の補助金から適用する。 

      附 則 

 この要綱は、平成14年度分の補助金から適用する。 

   附 則 

 この要綱は、平成16年度に着手した設備の新設、更新又は施設等の整備に係る補

助金から適用する。 

      附 則 

 この要綱は、平成17年度分の補助金から適用する。 

      附 則 

 この要綱は、平成20年10月１日の補助金から適用する。 



   附 則 

 この要綱は、平成21年度分の補助金から適用する。 

   附 則 

 この要綱は、平成22年度分の補助金から適用する。 

   附 則 

 この要綱は、平成26年度分の補助金から適用する。 

   附 則 

 この要綱は、平成28年度分の補助金から適用する。 

附 則 

 この要綱は、平成29年度分の補助金から適用する。 

附 則 

 この要綱は、平成31年度分の補助金から適用する。 

   附 則 

 この要綱は、令和６年度分の補助金から適用する。 

   附 則 

 この要綱は、令和７年度分の補助金から適用する。 

   附 則 

 この要綱は、令和８年度分の補助金から適用する。 

 



 別表１（第４条関係） 

 

公衆浴場衛生設備改善事業補助対象基本額等表 

  

区分 補助対象設備名 補助対象基本額（円） 耐用年数（年） 補助対象限度額（円） 

１ 循環ろ過機 １，５００，０００ ５ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７，０００，０００ 

過去５年間の補 

助対象額を含む｡ 

 

２ 滅菌器 ２５０，０００ ５ 

３ 温水缶ボイラー ３，５００，０００ ３ 

４ 温水器 １，０００，０００ ３ 

５ シャワー ７５０，０００ ５ 

６ 重油バーナー ５５０，０００ ３ 

７ 雑燃燃焼器 ４００，０００ ３ 

８ 真空ボイラー ３，８００，０００ ３ 

９ 熱交換器 ７５０，０００ ３ 

10 高齢者等入浴援助設備 ２，０００，０００ ５ 

11 
加熱補助設備 

（ヒートポンプ） 
２，５００，０００ ５ 

12 
地下貯蔵タンク 

（内面コーティング等） 
２，５００，０００ １５ 

13 配管設備 １，０００，０００ ８ 

14 水中ポンプ ６００，０００ ５ 

15 太陽熱利用温水設備 ６００，０００ ― ６００，０００ 

 

１ 第１項、第２項、第９項又は第 11 項に掲げる設備を複数設ける場合は、それぞれの設備

ごとに２設備まで交付の対象とする。 

２ 第10項の高齢者等入浴援助設備（平成６年３月２日付け衛指第33号厚生省生活衛生局指導

課長通知による福祉入浴援助事業を行う公衆浴場の設備に関する基準に掲げられた設備を

いう。）にあっては、同項に定める補助対象基本額を超えない範囲において、既に交付の対

象となった設備以外の設備を交付の対象とする。 

３ 第12項の地下貯蔵タンクにあっては、内面コーティング等の安全防止対策に係る改修若し

くは地下貯蔵タンクの使用停止に伴う地上貯蔵タンクの新設を交付の対象とする。 

 



別表２（第４条及び第５条関係） 

 

公衆浴場施設等整備事業補助対象基準額等 

 

 

１ 補助基準額 

 

 補助金の算定の基礎となる補助基準額は、株式会社日本政策金融公庫

からの借入資金の額（公衆浴場に係る土地の先行取得のための資金を除

く。以下「借入資金」という。）とし、１公衆浴場当たり以下のとおり

とする。 

 (1) 対象となる借入資金の限度額は 5,000 万円とし、借入資金が１

件当たり 300 万円未満は対象としない。 

 (2) 補助対象経費の中に、公衆浴場衛生設備改善事業により整備す

る設備がある場合には、(1)に規定する借入資金の額と、当該借入

れに係る貸付対象額から衛生設備改善事業の補助対象とした設備

資金（補助対象基本額を限度とする。）の額を控除した額とのいず

れか低い額を借入資金とする。 

 

２ 補助金算定式 
 
        

株式会社日本                 借入資金に係る約定 

       政策金融公庫     借入資金額      利率に２分の１を 

補助金額 ＝ 借入資金額に ×             ×  乗じて得た率   

       係る 60月分     株式会社日本     

の借入利子相   政策金融公庫      約定利率 

       当額        借入資金額 

 

 

 備考 

  上記の式中の用語の意味は、次のとおりとする。 

１ 「株式会社日本政策金融公庫借入資金額に係る 60 月分の借入利

子相当額」とは、資金を借り入れた日（１契約に係る資金を２回

以上に分けて借り入れた場合は、最終借入日）から 60 月間の借入

利子相当額とする。 

２ 「借入資金額」とは、１の補助基準額に定めるところにより算

定した額とする。 

３ 「株式会社日本政策金融公庫借入資金額」とは、株式会社日本

政策金融公庫が定める約定借入額とする。 

４ 「約定利率」とは、株式会社日本政策金融公庫との契約に基づ

く利子の支払利率とする。 

５ 借入資金に係る約定利率に２分の１を乗じて得た率が３％を超

える場合は、３％とする。 

 

 

 

 



様式第１号（第６条関係） 

 

                           年  月  日 

  富山県知事         殿 

 

                  住 所 

                  氏 名 

                    （法人にあっては、主たる事務所の所 

                     在地、その名称及び代表者の氏名） 

                    （電話番号            ） 

 

       年度富山県公衆浴場施設改善事業補助金交付申請書 

 

 このことについて、次のとおり公衆浴場衛生設備改善事業を実施したいので、富

山県公衆浴場施設改善事業補助金金       円を交付されるよう富山県補助

金等交付規則第３条の規定により下記の関係書類を添えて申請します。 

 

記 

  １ 添付書類 

   (1) 公衆浴場衛生設備改善事業計画書（様式第３号） 

(2) 公衆浴場衛生設備改善事業品目別見積書（循環ろ過機、滅菌器又は熱 

 交換器を２設備設ける場合は、１設備ごとのもの） 

(3) 公衆浴場衛生設備改善事業該当設備のカタログ 

   (4) 公衆浴場衛生設備改善事業に係る現状の写真



様式第２号（第６条関係） 

 

                           年  月  日 

  富山県知事         殿 

 

                  住 所 

                  氏 名 

                    （法人にあっては、主たる事務所の所 

                     在地、その名称及び代表者の氏名） 

                    （電話番号            ） 

 

        年度富山県公衆浴場施設改善事業補助金交付申請書 

 

 このことについて、次のとおり公衆浴場施設等整備事業を実施したいので、富山

県公衆浴場施設改善事業補助金金       円を交付されるよう富山県補助金

等交付規則第３条の規定により下記の関係書類を添えて申請します。 

 

記 

  １ 添付書類 

   (1) 公衆浴場施設等整備事業計画書（様式第４号） 

   (2) 公衆浴場業に係る株式会社日本政策金融公庫資金貸付金証明書 

（様式第５号） 

(3) 株式会社日本政策金融公庫貸付金償還予定表（支払額明細書） 

(4) 見積書及び設計図面等 

 

 

 



様式第３号（第６条関係） 

 公衆浴場衛生設備改善事業計画書                   

 １ 公衆浴場名 

 ２ 公衆浴場衛生設備改善事業計画 

設備改善品目    計 

現

有

設

備 

数   量     

型式・規格 

   

設 置 年 月         

新
設
又
は
更
新
す
る
設
備 

数   量     

型式・規格 

   

着工予定年月日    

完成予定年月日    

所 要 経 費      
円 円 円 円 

 ３ 上記２の所要経費総額に対する資金調達計画 

補 助 金 借  入  金 

自己資金 計 
県 市町村 

株式会社

日本政策

金融公庫 

その他の 

金融機関 その他 

千円 

 

 

千円 

 

(    ) 

千円 

 

 

千円 

 

(   ) 

千円 

 

(   ) 

千円 千円 

  注）（   ）内に資金の調達先を記入すること。 

※４ 補助対象事業総額        円 

    内 訳 

 

 

 

 

  注）※は記入を要しない。 



様式第４号（第６条関係） 

 公 衆 浴 場 施 設 等 整 備 事 業 計 画 書                   

 １ 公衆浴場名 

 ２ 事業概要 

   事業着工（予定）年月日                

   事業完了（予定）年月日                

事 業 概 要 総事業費 
補助対象経費

① 

補助基準額

② 

補助金額 

③ 

     

計 
円 円 円 円 

 

公庫貸付対象となる施設等の整備に

要する経費①（補助対象経費） 
円 

対象となる借入資金額② 

（補助基準額） 
円 

株式会社日本政策金融公庫借入資金

額③ 
円 

※併せて公衆浴場衛生設備改善事業補助金を申請している場合 

公衆浴場衛生設備改善事業補助金の

補助対象（見込）額④ 
円 

⑤（①―④） 円 

  （注）対象となる借入資金額②は、株式会社日本政策金融公庫借入資金額③と⑤の金額の

いずれか低い額とする。 

 

 

 



 ３ 公衆浴場施設等整備事業補助金額 

貸付 

番号 

対象となる 

借入資金額(A) 

株式会社日本 

政策金融公庫 

借入資金額(B) 

約定利率 

(C) 

対象支払利息額

(D) 
補助金額 

（E） 

 円 円 ％ 円 円 

      

      

計 
     

  （注）「対象支払利息額(D)」は、貸付番号ごとに株式会社日本政策金融公庫に支払う最終

借入日から６０月間の支払利息額の合計額を記入すること。 

             〔Ａ     〕 〔〔Ｃ    〕／２〕 

  Ｅ＝〔Ｄ     〕×        ×           ＝ (      )円 

             〔Ｂ     〕   〔Ｃ    〕 

 

 

 ４ 資金調達計画 

総事業費 

補助金 借入金 

自己資金 
県 市町村 

株式会社 

日本政策 

金融公庫 

その他の 

金融機関 
その他 

千円 千円 

 

 

 

(       )    

千円 

 

 

 

(       )    

千円 千円 千円 千円 

  （注）補助金の欄には、県及び市町村から受ける（見込の）補助金の総額を記入すること。

そのうちに公衆浴場衛生設備改善事業補助金を含む場合は、その金額を（  ）内に

記入すること。



様式第５号（第６条関係） 

公衆浴場業に係る株式会社日本政策金融公庫資金貸付証明書 

 

 借 主 住 所 
 

     氏 名 
 

     施設名 

 

 １ 工事費及び貸付額 

                        ※ 記入しない 

 
総工事費 貸付対象額 貸 付 額 

 

※設備資金の額 
※土地の先行取得  

 のための資金額 

 

円 

 

円 

 

円 

 

円 

 

円 

 

 

 ２ 貸付契約の内容 
 

 
貸 付 番 号           

 

 

   

貸付金額及び貸付年月日 
  貸付金の貸付が２回以上 

 にわたる場合は、貸付け 

 ごとに記入すること。 

   

資 金 の 使 途           
 

 

  

償 還 期 限           
 

 

  

償 還 方 法           
 

 

  

利 息           
 

 

  

利息支払方法及び時期 
 

 

  

 

   上 記 の と お り 資 金 を 貸 し 付 け た こ と を 証 明 し ま す 。                               
 

          年   月   日 

 

            取扱金融機関                印 

 

  

 ３ 対象借入資金額                  円 
 

 ４ 対 象 期 間        年  月  日～  年  月  日 
 

 ５ 株式会社日本政策金融公庫貸付金償還予定表    別 紙 の と お り         

 



様式第６号（第７条関係） 

 

                           年  月  日 

 

  富山県知事        殿 

 

                  住 所 

                  氏 名 

                    （法人にあっては、主たる事務所の所 

                     在地、その名称及び代表者の氏名） 

                    （電話番号            ） 

 

   公衆浴場衛生設備改善事業（公衆浴場施設等整備事業）変更・中止・ 

廃止承認申請書 

 

      年  月  日付けで申請した公衆浴場衛生設備改善事業（公衆浴場

施設等整備事業）について計画を変更・中止・廃止したいので、富山県公衆浴場施

設改善事業補助金交付要綱第７条の規定により申請します。 

 

記 

 

 １ 変更・中止・廃止の理由 

  

 

 ２ 変更・中止・廃止の内容 

 

 

 



様式第７号（第７条関係） 

 

                           年  月  日 

 

  富山県知事        殿 

 

                  住 所 

                  氏 名 

                    （法人にあっては、主たる事務所の所 

                     在地、その名称及び代表者の氏名） 

                    （電話番号            ） 

 

    公衆浴場衛生設備改善事業（公衆浴場施設等整備事業）遅延報告書 

 

      年  月  日付けで申請した公衆浴場衛生設備改善事業（公衆浴場

施設等整備事業）が遅延するので、富山県公衆浴場施設改善事業補助金交付要綱第

７条の規定により報告します。 

 

記 

 

 １ 遅延の理由 

  

 

 ２ 遅延の内容 

 

 

 

 

 



様式第８号（第８条関係） 

 

                            年  月  日 

 

  富山県知事        殿 

 

                  住 所 

                  氏 名 

                    （法人にあっては、主たる事務所の所 

                     在地、その名称及び代表者の氏名） 

                    （電話番号            ） 

 

         年度富山県公衆浴場施設改善事業実績報告書 

 

      年  月  日付け富山県指令生衛第   号で交付決定の通知があ 

 った公衆浴場衛生設備改善事業を実施したので、富山県補助金等交付規則第12 

条の規定によりその実績を次の関係書類を添えて報告します。 

 

  添付書類 

   １ 公衆浴場衛生設備改善事業実績書（様式第10号） 

   ２ 公衆浴場衛生設備改善事業完了を証する写真等 

   ３ 請求書及び領収書の写し 

 

 

 

 



様式第９号（第８条関係） 

 

                            年  月  日 

 

  富山県知事        殿 

 

                  住 所 

                  氏 名 

                    （法人にあっては、主たる事務所の所 

                     在地、その名称及び代表者の氏名） 

                    （電話番号            ） 

 

         年度富山県公衆浴場施設改善事業実績報告書 

 

      年  月  日付け富山県指令生衛第   号で交付決定の通知があ 

 った公衆浴場施設等整備事業を実施したので、富山県補助金等交付規則第12条の

規定によりその実績を次の関係書類を添えて報告します。 

 

  関係書類 

   １ 公衆浴場施設等整備事業実績書（様式第11号） 

   ２ 株式会社日本政策金融公庫貸付金償還予定表（支払額明細書） 

   ３ 請求書及び領収書の写し等 

   ４ 公衆浴場施設等整備事業完了を証する写真等 

 

 

 

 

 



様式第１０号（第８条関係） 

公衆浴場衛生設備改善事業実績書 

 １ 公衆浴場名 

 ２ 事業概要 

設備改善品目 
工事着手

年 月 日     

工事完了 

年 月 日     
総 事 業 費      補助対象額 

 

 

  円 円 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

計 
  円 円 

   

 ３ 精算実績 

項   目     金  額  (円) 

総事業費当初予定額  

総 事 業 費（品目別請求書写し添付）  

支 払 額（領収書写し添付）  

   

   ※補助金振込依頼口座 

銀 行 名  

口 座 番 号      
当座 

普通 

ふ り が な      

口 座 名 義      

 

 



様式第１１号（第８条関係） 

 公 衆 浴 場 施 設 等 整 備 事 業 実 績 書                   

 １ 公衆浴場名 

 ２ 事業概要 

   事業着工年月日                

   事業完了年月日                

事 業 概 要 総事業費 
補助対象経費

① 

補助基準額

② 

補助金額 

③ 

     

計 
円 円 円 円 

 

公庫貸付対象となる施設等の整備に

要した経費①（補助対象経費） 
円 

対象となる借入資金額② 

（補助基準額） 
円 

株式会社日本政策金融公庫借入資金

額③ 
円 

※併せて公衆浴場衛生設備改善事業補助金を申請した場合 

公衆浴場衛生設備改善事業補助金の

補助対象額④ 
円 

⑤（①―④） 円 

  （注）対象となる借入資金額②は、株式会社日本政策金融公庫借入資金額③と⑤の金額の

いずれか低い額とする。 

 

 

 



 ３ 公衆浴場施設等整備事業補助金額 

貸付 

番号 

対象となる 

借入資金額(A) 

株式会社日本 

政策金融公庫 

借入資金額(B) 

約定利率 

(C) 

対象支払利息額

(D) 
補助金額 

（E） 

 円 円 ％ 円 円 

      

      

計 
     

  （注）「対象支払利息額(D)」は、貸付番号ごとに株式会社日本政策金融公庫に支払う最終

借入日から６０月間の支払利息額の合計額を記入すること。 

             〔Ａ     〕 〔〔Ｃ    〕／２〕 

  Ｅ＝〔Ｄ     〕×        ×           ＝ (      )円 

             〔Ｂ     〕   〔Ｃ    〕 

 

 

 ４ 資金調達実績 

総事業費 

補助金 借入金 

自己資金 
県 市町村 

株式会社 

日本政策 

金融公庫 

その他の 

金融機関 
その他 

千円 千円 

 

 

 

(       )    

千円 

 

 

 

(       )    

千円 千円 千円 千円 

  （注）補助金の欄には、県及び市町村から受ける補助金の総額を記入すること。そのうちに

公衆浴場衛生設備改善事業補助金を含む場合は、その金額を（  ）内に記入するこ

と。

 

 

 

  ※補助金振込依頼口座 

銀 行 名      

口座番号 
当座 

普通 

ふりがな 

口座名義 

 

 



 


